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D-447 血小板第 4 因子（PF4）（脳血栓、脳梗塞） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、脳血栓、脳梗塞に対する血小板第 4因子（PF4）の算定は

認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 血小板第 4因子（PF4）は血小板活性化を反映するため血栓症では高値

となるが、脳血栓や脳梗塞の病態把握目的で行う検査は D ダイマー定性

又は D ダイマー半定量等で十分であり血小板第 4 因子（PF4）は過剰で

あると整理した。 

 


